
第 129回 三方限古典塾 (′ 17,7.20)

日 新吾 (1530～ 1618)『 眸吟薔J(その2)

べい               ぜ                                              :
1 -法 立ちて一弊生ずるは、誠に是な り。 しかれ ども弊生ず るによりて法を立てざ |

るは、未 だその是た るを見 ざるな り。 それ法 を立てて以

I等「 馨だ具 せモ晏醤7: |
つく                               てい          そ

為 りて以て水を止むるがごときな り。堤薄 くして土疎にヒ
ぎようしゆん    1

は誠にこれあ り。未だ決するによりて防を廃する者あらず。弊なきの法は尭 舜 と
いえど
雖 もあたわず。弊を生ずるの法は、また法を立つる者の拙なるな り。故に聖人は

荀 くも法を立てず、一事の法を立てず、一切の法を為 らず、小 弊に懲 りて良法を

廃せず、一時の弊のためにして、久 しかるべきの法を廃せず。 (広 喩 )

(意訳) 一つの法を作ると、一つの弊害が生 じるとい うのは確かに正 しい。 しか し弊害が

生 じるか らと言つて法を作 らないのは正 しくない。法を作つて弊害を防 ぐのは、堤防を作

つて水を防 ぐようなものである。堤防が薄 く上が堅 く詰まつていないために、その隙に乗

じて決壊す ることはあ りうる。だからといって堤防を廃止する者はいない。

弊害のない法は尭舜のような聖天子でも作ることはできない。弊害が生 じる法は、作る

人が拙劣なのである。それで聖人 と言われる人は、間に合わせの法は作 らず、一事のため

の法も作 らず、一切の法を作 らない。また小 さな弊害に懲 りてよい法を廃止 しない し、一

時の弊害のために永久に続 くべき法を廃することもしないのである。

(余説) 法律 とい うのは、誠に難 しいもののようです。 6月 15日 早朝に成立 した 「組織

犯罪防止法J改正案についても、その内容か らして賛否両論渦巻 くのは当然であろ うと考

えます。その主旨と弊害 との どちらを重 く見るかによつて見解は異な り、当然真倹1な 討議

が期待 されますが、これを政争の具にするのだけは止めて欲 しいものと思います。
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(意訳)独 りのときに心を正す とい う修行の裏付けがなければ、本物の学問 とはいえない。

また、政治の場で堂々と手腕 を発揮できなければ、本物の 「慎独」 とはいえない。一 日中

ひたす らか しこまっているだけでは、単なる表面だけ・ 口先だけの修行にすぎない。

(余 説)こ こには、当時の儒者が禅による頓悟などの影響を受けていることへの批判 もあり

ます。他の章に 「上達に一の頓なる底な し」 とか 「世儒は好みて一の頓の字を講ず。則ち

これ根なき学問な り」 と批判 しています。「慎独」は四書の一つ 「大学」における根本 と

なる思想です。西郷 どんの 「遺訃|」 にも 「独 りを慎む」があ りました。

(参 考) 大学 伝六章  「所謂その意を 誠 にす とは、自ら 欺 く冊きな り。 (中 略)こ れ
こころよ       い

をこれ 自ら 謙 くす と謂 う。故に君子は必ずその独 りを慎むな り。」「小人間居 して不善

を為す。至 らざる所な し。 (中 略)故に君子は必ずその独 りを慎むな り。」

南洲翁遺訓1 32 「道に志す者は、偉業を貴ばぬものな り。司馬温公は関 中にて 語

りし言も、人に対 して言ふべか らぎる事無 しと申された り。独 りを慎むの學推 して知る可

し。人の意表に出て一時の快適 を好むは、未熟の事也、戒む可 し。」



3 深 沈厚 重なるは、是れ第一等の資質。
そうあいさいべん

聡明才弁なるは是れ第二等の資質。

轟落豪雄なるは、是れ第二等の資質、

(性命 )

(意訳) どっしりとして落ち着いて深山のごとき深みと沈着毅然 とした重みがあるのが、

人間としての第一等の資質である。線が太 くて細事にこだわらず器量があるのは、第二等

の資質。頭が切れて才があり弁が立つ人物、これは第二等の資質にすぎない。

(余 説) 碩学。安岡正篤氏は 「これは『呻吟語』の全巻を貫く思想である」と書いていま
した.ち んこうしゆう

す。公務員や会社員の採用試験などではこの順序を反対に考える事もあり、深 沈厚 重 を

まるで鈍物のように評価 される恐れがあるのではないで しょうか。
らいらくこうゆう                                          てんたん  かつせん′

次の轟落豪雄は大きな石がごろごろしているごとくであり、llI淡 で諮然 としていると
しんちんこうし0う

い うこ とです が、深 沈 厚 重 が養 われ ていない と偽豪傑 の よ うになつて しまいます。

聡明才弁の人は とか く鋭角的・攻撃的にな り過 ぎる傾 向もあ り要注意 です。

「疾風に勁草を知 る」 (後 漢書)と 言います。勁は 「つ よい」 とも読み、勁草は風に強

い草のことで、節操・意志の堅固なことの例えに用います。 ピンチに陥つた時にその人の
しんちんこうしゆう  けぃそぅ

真価が問われます。深 沈 厚 重 は勁草のごとくピンチに強いタイプなので しょう。

4 安 重深沈なるは是れ第一の美質な り。天下の大難を定むるはこの人な り。

天下の大事を弁ず る者はこの人な り。岡1明 果 lFrな るはこれに次 ぐ。その他浮薄
つまだ                                およ

に して好みて任 じ、能を 麺 ててに して自ら喜ぶは、皆、行ない逮ばぎる者な り。
も               あら         し い          かぇ            ゃ事

即 しこれ を行事に見わせ ば、施為、術なく、反 つて以て事を債る。 これ らはただ

談論の科に居 るべきのみ。 (品操 )

(意訳) どつしりとして深みのある人物は、第一等の資質である。天下の難事を解決 し、

大事業を成 し遂げるのはこうい う人物である。 これに次 ぐのは、賢明で行動力のある人物

である。 これ以外の、例えば人間が薄っぺ らで自分の能力をひけらかすような人物は問題

にならない。いざ仕事をや らせ ると、無為無策でや り遂げることができない。 これ らは、

日先だけの単なる評論家にすぎない。

(余 説)こ この 「安 重深沈」 とは、前章の 「深 沈 厚 重」 とほ とん ど同 じ意味にな り

ます。 呂新吾が理想 とした タイプ と嫌 ったタイプが感 じられます。

安重の安は、人に安心を与えることです。そ うでない と政治においても企業においても

人はついてきません。その根本には信頼 とい うことが必要不可欠です。
ごうめい   ご う き めいせき

岡1明 は岡1毅 明晰 とい うことで、強 くて屈せず明 らかではっき りしていることで素晴
あんじゆうしんちん

らしい ことです が、安 重深沈 の次であると言 つています。

安岡正篤氏は、西郷隆盛 を 「確かに西郷 さんはその評の通 り文句な しに君子型の典型で

あ ります。」「本 当に南洲 とい う人は『 論語』 を生で読むよ うな人であ ります。」 と評 して

お り、大変嬉 しくな ります。 (安 岡正篤著 「呻吟語を読む」竹井出版。105P)
あんじゆうしんちん   しんちんこうじゅう

「安 重深沈」「深 沈 厚 重」 こそが、西郷 どんの資質であったろ うと信 じます。

また、上記の「その評」とは、島津斉彬候 と越前藩主・松平慶永 (春嶽 )候 が対談 した時、

たまたま家来の自慢話に及び、斉彬候が西郷 どんを 「ごく軽輩ですが、いわゆる知識だの

才幹だの とい うものではなくて、天性の大仁者です」 と評 したことによります。
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